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(57)【要約】
【課題】比重選別に用いる比重選別液の汚れを少なくし
、安価な装置を用い比重選別液を循環可能にすることに
より、低コストでプラスチックの系統ごとに分離する方
法を提供する。
【解決手段】比重の異なる複数種類のプラスチックを含
むプラスチック廃材を洗浄液で洗浄する洗浄工程と、プ
ラスチック廃材と洗浄液とを分離する洗浄液分離工程と
、プラスチック廃材をプラスチックの比重差に基づいて
比重選別液で選別する比重選別工程と、選別したプラス
チック廃材と比重選別液とを分離する比重選別液分離工
程とを含み、比重選別液分離工程で分離された比重選別
液を比重選別工程に循環する、プラスチック廃材の再資
源化方法、ならびに当該方法で得られた再生プラスチッ
ク原料および再生プラスチック成形体。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　比重の異なる複数種類のプラスチックを含むプラスチック廃材を洗浄液で洗浄する洗浄
工程と、
　プラスチック廃材と洗浄液とを分離する洗浄液分離工程と、
　プラスチック廃材をプラスチックの比重差に基づいて比重選別液で選別する比重選別工
程と、
　選別したプラスチック廃材と比重選別液とを分離する比重選別液分離工程とを含み、
　比重選別液分離工程で分離された比重選別液を比重選別工程に循環する、プラスチック
廃材の再資源化方法。
【請求項２】
　洗浄液分離工程で分離した洗浄液を洗浄工程に循環する、請求項１に記載のプラスチッ
ク廃材の再資源化方法。
【請求項３】
　比重選別液と洗浄液とが同一組成である、請求項１または２に記載のプラスチック廃材
の再資源化方法。
【請求項４】
　比重選別工程で用いた後の比重選別液を洗浄工程に供給する、請求項１～３のいずれか
に記載のプラスチック廃材の再資源化方法。
【請求項５】
　新たな比重選別液を比重選別工程に供給する、請求項１～４のいずれかに記載のプラス
チック廃材の再資源化方法。
【請求項６】
　洗浄液分離工程の後、比重選別工程で用いた後の比重選別液でプラスチック廃材のすす
ぎを行なう、請求項１～５のいずれかに記載のプラスチック廃材の再資源化方法。
【請求項７】
　異物を除去する異物除去工程をさらに含む、請求項１～６のいずれかに記載のプラスチ
ック廃材の再資源化方法。
【請求項８】
　異物除去工程が、ストレーナおよび／または遠心分離機を用いて異物を除去する工程で
ある、請求項７に記載のプラスチック廃材の再資源化方法。
【請求項９】
　前記比重分離液が０．９２～１．００の比重を有する、請求項１～８のいずれかに記載
のプラスチック廃材の再資源化方法。
【請求項１０】
　洗浄工程の前に風力分別工程を有する、請求項１～９のいずれかに記載のプラスチック
廃材の再資源化方法。
【請求項１１】
　前記プラスチック廃材が、薄型テレビを含むテレビ、電子レンジ、乾燥機、エアコン、
冷蔵庫および洗濯機から選ばれる少なくともいずれかの廃棄物から分離回収されたもので
ある、請求項１～１０のいずれかに記載のプラスチック廃材の再資源化方法。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の方法により得られた再生プラスチック原料。
【請求項１３】
　ペレット状である、請求項１２に記載の再生プラスチック原料。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の再生プラスチック原料を成形して得られたプラスチック
成形体であって、薄型テレビを含むテレビ、電子レンジ、乾燥機、エアコン、冷蔵庫およ
び洗濯機から選ばれる少なくともいずれかのプラスチック部材に用いられる、再生プラス
チック成形体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチック廃材の再資源化方法、ならびに再生プラスチック原料、再生プ
ラスチック成形体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、埋め立て処分地の減少、資源の有効活用などを背景に、特に、一般の粗大ゴミ処
理施設では破砕が困難で有用な資源を多く含む家電製品を対象に、２００１年４月に家電
リサイクル法が施行された。この家電リサイクル法においては、２００６年１２月現在に
おいて、エアコンディショナ機（エアコン）、テレビジョン受信機（テレビ）、冷蔵庫、
洗濯機の家電４品目のリサイクルが義務付けられ、また、それぞれの商品の再資源化率に
ついては、エアコンが６０％以上、テレビが５５％以上、冷蔵庫が５０％以上、洗濯機が
５０％以上という法定基準値が定められている。
【０００３】
　しかし、これらの家電製品をはじめとするプラスチック製品は、一般に複数のプラスチ
ック部材を含んでおり、それらのプラスチック部材はプラスチックの材質が異なることも
多く、異なる材質のプラスチックで構成されたプラスチック複合部材であることも多い。
【０００４】
　ここで、これらのプラスチック製品の廃棄物（プラスチック廃材）に含まれるプラスチ
ック部品を再度加工し、家電製品をはじめとする各種のプラスチック製品の部材、または
その原料として使用するには、プラスチックを含む混合部材からプラスチックを系統ごと
に分離した上で、再度加工する必要がある。従来より、プラスチック廃材からプラスチッ
ク組成物の系統ごとにプラスチック部材を分離して再資源化する方法について、各方面で
多くの開発努力がなされている。
【０００５】
　たとえば、特開平７－１３６５４６号公報（特許文献１）、特開２０００－２８８４２
２号公報（特許文献２）には、混合プラスチックの比重差を利用し、液体中でプラスチッ
クの系統ごとに分離するプラスチックの分離回収方法、装置が開示されている。この特許
文献１、２に開示されたプラスチックの分離回収方法、装置は、液体（比重選別液）中に
混合プラスチック部材または混合プラスチック部材の破砕物を投入した際、液体比重より
小さな混合プラスチックが浮遊し、液体比重より大きな混合プラスチックは沈降すること
を利用して分離するものである。しかしながらこの場合、プラスチック廃材に付着した汚
れ（カビ、破砕片など）により、比重選別液がすぐに汚れ、その汚れた比重選別液で、プ
ラスチックが再汚染されると、押出機のスクリーンが目詰まりしたり、再生されたプラス
チックに汚れが混ざり、その部分からプラスチックの酸化が進み、長期信頼性が低下する
問題が発生する。
【０００６】
　そこで、比重選別液を頻繁に交換したり、また特開２００２－１３６９７７号公報（特
許文献３）に開示されたように、比重選別工程で使用した比重選別液に凝集剤を添加し、
凝集物を除去後、比重選別液を循環させ使用する方法も提案されている。
【０００７】
　しかしながら、比重選別液を頻繁に交換すると、廃水の処理費用が高くなる。また、特
許文献３に開示されたような比重選別工程で使用した比重選別液に凝集剤を添加し、凝集
物を除去し比重選別液を循環させ使用する方法では、凝集剤のコストおよび装置コストが
大きく、プラスチックの分離費用が高くなってしまう。
【特許文献１】特開平７－１３６５４６号公報
【特許文献２】特開２０００－２８８４２２号公報
【特許文献３】特開２００２－１３６９７７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、
比重選別に用いる比重選別液の汚れを少なくし、安価な装置を用い比重選別液を循環可能
にすることにより、低コストでプラスチックの系統ごとに分離する方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、比重の異なる複数種類のプラスチックを
含むプラスチック廃材を洗浄液で洗浄する洗浄工程と、プラスチック廃材と洗浄液とを分
離する洗浄液分離工程と、プラスチック廃材をプラスチックの比重差に基づいて比重選別
液で選別する比重選別工程と、選別したプラスチック廃材と比重選別液とを分離する比重
選別液分離工程とを含み、比重選別液分離工程で分離された比重選別液を比重選別工程に
循環することを特徴とする。
【００１０】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法において、洗浄液分離工程で分離した洗浄液
を洗浄工程に循環することが好ましい。
【００１１】
　また本発明のプラスチック廃材の再資源化方法において、比重選別液と洗浄液とが同一
組成であることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法において、比重選別工程で用いた後の
比重選別液を洗浄工程に供給することが好ましい。
【００１３】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法においては、新たな比重選別液を比重選別工
程に供給することが好ましい。
【００１４】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法においてはまた、洗浄液分離工程の後、比重
選別工程で用いた後の比重選別液でプラスチック廃材のすすぎを行なうことが好ましい。
【００１５】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、異物を除去する異物除去工程をさらに含
むことが好ましく、この異物除去工程が、ストレーナおよび／または遠心分離機を用いて
異物を除去する工程であることがより好ましい。
【００１６】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法に用いられる比重分離液は、０．９２～１．
００の比重を有するものであることが好ましい。
【００１７】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、洗浄工程の前に風力分別工程を有するこ
とが好ましい。
【００１８】
　本発明におけるプラスチック廃材は、薄型テレビを含むテレビ、電子レンジ、乾燥機、
エアコン、冷蔵庫および洗濯機から選ばれる少なくともいずれかの廃棄物から分離回収さ
れたものであることが、好ましい。
【００１９】
　本発明はまた、上述した本発明のプラスチック廃材の再資源化方法により得られた再生
プラスチック原料についても提供する。本発明の再生プラスチック原料は、ペレット状で
あることが好ましい。
【００２０】
　本発明はさらに、上述した本発明の再生プラスチック原料を成形して得られたプラスチ
ック成形体であって、薄型テレビを含むテレビ、電子レンジ、乾燥機、エアコン、冷蔵庫



(5) JP 2008-279728 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

および洗濯機から選ばれる少なくともいずれかのプラスチック部材に用いられる再生プラ
スチック成形体についても提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のプラスチック廃材の再資源化方法によれば、複数種類のプラスチック廃材を低
コストで分離回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明は、プラスチック製品の廃棄物（プラスチック廃材）に含まれるプラスチックか
ら再生されたプラスチック原料を製造（再資源化）する方法であって、比重の異なる複数
種類のプラスチックを含むプラスチック廃材を洗浄液で洗浄する洗浄工程と、プラスチッ
ク廃材と洗浄液とを分離する洗浄液分離工程と、プラスチック廃材をプラスチックの比重
差に基づいて比重選別液で選別する比重選別工程と、選別したプラスチック廃材と比重選
別液とを分離する比重選別液分離工程と、分離された比重選別液を比重選別工程に循環す
る比重選別液循環工程とを含むことを特徴とする。
【００２３】
　ここで、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法によりマテリアルリサイクルされる
プラスチックの系統としては、たとえばポリオレフィン系、ポリスチレン系、ポリカーボ
ネート系、ポリメタクリレート系などの系統のプラスチックが挙げられる。これらの中で
も、ポリエチレン系、ポリプロピレン系などのポリオレフィン系プラスチック、およびポ
リスチレン系、ＡＢＳ系などのポリスチレン系プラスチックは、他のプラスチックと比較
して加工性、経済性などの点で優れているので、本発明のプラスチック廃材の再資源化方
法において好適にマテリアルリサイクルすることが可能である。
【００２４】
　図１は、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法の好ましい一例を模式的に示すフロ
ーチャートである。以下、図１に示す場合を例に挙げて、本発明のプラスチック廃材の再
資源化方法を詳細に説明する。
【００２５】
　〔１〕プラスチック廃材回収工程
　図１に示す例では、まず、家庭などから廃棄された使用済みのプラスチック廃材を回収
する（ステップ１０１）。「プラスチック廃材」とは、上述のように、プラスチック部材
を含む製品（プラスチック製品）の廃棄物を意味し、そのようなものであれば特に制限さ
れるものではないが、たとえば冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ（薄型テレビを含む）
などの家電製品、ＯＡ機器を挙げることができる。中でも、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、
テレビ（薄型テレビを含む）、電子レンジを回収することが好ましい。図１を参照して以
下に説明する場合では、冷蔵庫および洗濯機を回収した場合を例に挙げて説明する。なお
、回収されるプラスチック廃材は、１種類であってもよく、また、２種類以上のプラスチ
ック廃材を回収し、これらを１つの再資源化方法の手順に供してもよい。
【００２６】
　〔２〕解体工程
　次に、図１に示す例では、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ（薄型テレビを含む）、
電子レンジの廃棄物である回収されたプラスチック廃材を解体し、コンプレッサ、熱交換
器などの大型の金属部品、基板を除外する（ステップ１０２）。この解体工程は、一般的
には、作業者による手解体によって行なわれる。
【００２７】
　〔３〕部材回収工程
　次に、図１に示す例では、解体された冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ（薄型テレビ
を含む）、電子レンジの廃棄物から、洗濯機の水槽、冷蔵庫の野菜ケースなどの特定のプ
ラスチック部材を選択的に回収する（ステップ１０３）。本発明のプラスチック廃材の再
資源化方法では、このような部材回収工程を含むことが好ましい。ここで、特定のプラス
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チック部材の選択的な回収は、プラスチック廃材に含まれるプラスチック部材を構成する
プラスチック成分に関する情報、ならびに、プラスチック部材の取り出し易さに関する情
報に基づいて行なわれることが好ましい。また、当該工程で回収されるプラスチック部材
は、金属や複数種類のプラスチックを含むものであってよい。
【００２８】
　〔４〕第１の破砕工程
　図１に示す例では、次に、上述した部材回収工程（ステップ１０３）で回収されたプラ
スチック部材を破砕し、第１の破砕物（Ｘ）を得る（ステップ１０４）。本発明のプラス
チック廃材の再資源化方法は、このようにプラスチック廃材（この場合はプラスチック部
材）を破砕する第１の破砕工程を含むことが好ましい。破砕方法としては、従来公知の方
法を用いることができ、たとえば、ハンマー式破砕機、二軸破砕機を用いた方法が例示さ
れる。中でも、鉄製のボルトなどが混入していても、破砕機の刃が破損することなく、安
定して破砕を行なうことができることから、ハンマー式破砕機を用いることが好ましい。
ハンマー式破砕機は、従来公知のものを用いることができ、好適な具体例としては、アル
ダイル（株式会社クボタ製）が挙げられる。二軸破砕機も従来公知のものを用いることが
でき、好適な具体例としては、デュアルマスチフ（株式会社クボタ製）が挙げられる。
【００２９】
　当該工程で得られた第１の破砕物（Ｘ）の粒径は２０ｍｍ以上であることが好ましく、
３０ｍｍ以上であることがより好ましい。また、第１の破砕物（Ｘ）の粒径は、２００ｍ
ｍ以下であることが好ましく、１５０ｍｍ以下であることがより好ましい。第１の破砕物
（Ｘ）の粒径が２０ｍｍ未満または２００ｍｍを超える場合には、本発明において好適に
行なわれる金属除去工程（後述）において金属の選別精度が低下してしまう傾向にあり、
さらに第１の破砕物（Ｘ）の粒径が２０ｍｍ未満の場合には、破砕に長時間を要するため
、プラスチックが溶融あるいは熱酸化劣化を起こしてしまうという傾向にある。さらに、
第１の破砕物（Ｘ）の粒径が２００ｍｍを超えると、嵩比重が小さくなり、以後のステッ
プにおける作業性に悪影響を及ぼす傾向がある。
【００３０】
　〔５〕金属除去工程
　図１に示す例では、次に、第１の破砕物（Ｘ）より金属からなる異物（Ｂ）を除去する
（ステップ１０５）。このように、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法においては
、第１の破砕物（Ｘ）の中から、再資源化される特定のプラスチック廃材（この場合はプ
ラスチック破砕物）を選別する際に、金属からなる異物（Ｂ）を除去する金属除去工程を
さらに含むことが好ましい。金属除去工程を含むことにより、上述した第１の破砕工程（
ステップ１０４）で除去されなかった金属の異物を効率的に除去することができ、コスト
の低減をもたらす。
【００３１】
　ここで、金属からなる異物（Ｂ）のうち、鉄系の異物は、たとえば磁力を用いて除去す
ることが好ましいが、これに限定されるものではない。また、金属からなる異物（Ｂ）の
うち、アルミニウム系の異物、銅系の異物については、たとえば渦電流を用いて除去する
ことが好ましいが、これに限定されるものではない。またこのように磁力を用いた金属除
去と渦電流を用いた金属除去の両方を行なう場合、その順序は特に制限されないが、効率
の観点からは、まず磁力により鉄系異物を除去し、次いで渦電流によりアルミニウム系、
銅系の異物を除去することが好ましい。
【００３２】
　金属除去工程では、さらに、上述した金属除去を行なった後のプラスチック廃材（この
場合はプラスチック破砕物）を、金属探知機、磁力探知機で検知し、コンベアの切り換え
装置などを使用し、残存金属を除去することが好ましい。ここで、残存金属を除去してお
くことにより、以降の工程で好適に行なわれる第２の破砕工程で使用される破砕機の刃を
傷めることを防ぐことができる。なお、第１の破砕工程（ステップ１０４）で、ビスなど
の金属の異物を除去している場合は、磁力選別装置、渦電流式の金属除去装置を使用せず



(7) JP 2008-279728 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

、金属探知機、磁力探知機のみを使用し、残った金属を除去することも可能である。
【００３３】
　また、ほとんどプラスチックのみで構成されたプラスチック部材の場合には、手解体し
て回収することで、上述した第１の破砕工程（ステップ１０４）および金属除去工程（ス
テップ１０５）を省略するようにしてもよい。
【００３４】
　〔６〕第２の破砕工程
　図１に示す例では、次に、金属からなる異物（Ｂ）が除去された第１の破砕物（Ｘ）を
さらに細かく破砕し、第２の破砕物（Ｙ）を得る（ステップ１０６）。このように、本発
明のプラスチック廃材の再資源化方法は、第１の破砕工程（ステップ１０４）の後に、さ
らに第２の破砕工程を含むことが好ましい。第２の破砕工程を含むことにより、後に行な
われる成形体製造工程（ステップ１１２）の作業性、比重選別工程（ステップ１１０）に
おける選別精度が向上するという利点がある。
【００３５】
　第２の破砕工程に用いる破砕方法は、特に制限されるものではないが、たとえば一軸破
砕機、二軸破砕機、細断機などを用いて行なうことができる。
【００３６】
　第２の破砕工程で得られる第２の破砕物（Ｙ）の粒径は、５ｍｍ以上であることが好ま
しく、８ｍｍ以上であることがより好ましい。また、第２の破砕物（Ｙ）の粒径は３０ｍ
ｍ以下であることが好ましく、２０ｍｍ以下であることがより好ましい。第２の破砕物（
Ｙ）の粒径が５ｍｍ未満の場合には、破砕に長時間を要するため、プラスチックが溶融ま
たは熱酸化劣化を起こす傾向にあり、また、第２の破砕物（Ｙ）の粒径が３０ｍｍを超え
ると、後に行なわれる成形体製造工程（ステップ１１２）での作業性に悪影響を及ぼす傾
向にある。また、第２の破砕物（Ｙ）の粒径が５ｍｍ未満または３０ｍｍを超える場合に
は、後に行なわれる比重選別工程（ステップ１１０）における選別精度に悪影響を及ぼす
傾向にある。
【００３７】
　なお、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法において、ここまでの工程（ステップ
１０１～１０６）は、上述したとおりでなくともよく、他の方法を用いてプラスチック混
合物を回収し、破砕したものを次の工程に供するようにしてもよい。
【００３８】
　〔７〕風力分別工程（ステップ１０７）
　次に、図１に示す例では第２の破砕工程（ステップ１０６）で得られた第２の破砕物（
Ｙ）を、風力により分別する（ステップ１０７）。これは、当該第２の破砕物（Ｙ）の重
量の差を利用したものである。このように、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法で
は、第１の破砕物（Ｘ）の中から、再資源化される特定のプラスチック廃材（この場合は
プラスチック破砕物）を選別する際に、当該風力分別工程を含むことが好ましい。当該風
力選別工程にて、再資源化の対象となるプラスチック破砕物から、上述した第１の破砕工
程および第２の破砕工程で生じた微粉、プラスチック表面から剥れた汚れ、プラスチック
部材から分離された発泡材、シールなどの軽量の破砕物を除去することができる。
【００３９】
　なお、ほとんどプラスチックのみで構成されたプラスチック部材の場合には、手解体し
て回収することで、当該風力選別工程（ステップ１０７）についても省略することが可能
である。
【００４０】
　〔８〕洗浄工程（ステップ１０８）
　図１に示す例では、次に、比重の異なる複数種類のプラスチックを含むプラスチック廃
材（この場合は、風力分別工程で除去されなかった重量の破砕物）を洗浄液で洗浄する（
ステップ１０８）。このような洗浄工程により、再資源化の対象となるプラスチック廃材
から汚れを除去することができる。
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【００４１】
　具体的な洗浄方法としては、特に制限されるものではないが、洗浄液を貯留することが
できる容器に洗浄液を貯留し、その中に比重の異なる複数種類のプラスチックを含むプラ
スチック廃材（重量の破砕物）を沈降させる方法が好ましい。さらに、沈降させたプラス
チック廃材（重量の破砕物）を洗浄液中で振動させることがより好ましい。振動させる方
法としては、たとえば電磁式の振動フィーダを用いた方法を挙げることができる。ここで
、プラスチック廃材（重量の破砕物）の沈降および沈降させたプラスチック廃材（重量の
破砕物）の洗浄液中での振動は、自動であっても手動であってもよい。
【００４２】
　当該工程に用いられる洗浄液は特に制限されるものではないが、たとえば０．９２～１
．００（１．０近傍）の比重を有する洗浄液を用いることが好ましい。このような比重を
有する洗浄液として水が好適に用いられ、これにより洗浄液を低コストで入手することが
可能であり、また廃水処理も容易にかつ低コストで行なうことができる。また、洗浄液と
して、水と界面活性剤との混合液を用いてもよい。比重分離液の比重が１．０１～１．１
の場合には、水に塩化ナトリウムを溶解した溶液を好適に用いることができる。またこの
場合の比重選別液として、その他の無機物（塩化カルシウムなど）を溶解させた溶液を用
いるようにしてもよい。洗浄液と比重分離液は、同じものを使用することが好ましい。
【００４３】
　また、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法では、後述する比重選別工程（ステッ
プ１１０）で用いた後の比重選別液を洗浄工程に供給するようにすることが好ましい。こ
れにより、環境に配慮し、低コストを実現できるという利点がある。本発明のプラスチッ
ク廃材の再資源化方法では、洗浄工程に用いる洗浄液と後述する比重選別工程に用いる比
重選別液とが同一組成であることが好ましく、共に水が好適に用いられる。この場合、比
重分離工程において比重選別液として好適に用いられる水がオーバーフローした分をろ過
して洗浄工程における洗浄液として供給することが好ましい。
【００４４】
　〔９〕洗浄液分離工程
　次に、洗浄後のプラスチック廃材（この場合は重量の破砕物）と洗浄液とを分離する（
ステップ１０９）。洗浄されたプラスチック廃材は、振動篩などで固液分離され、洗浄液
を分離することができる。
【００４５】
　当該工程で固液分離された洗浄液は、基本的に洗浄工程に循環させて用いることができ
るが、洗浄液はすぐに汚れるため、処理量の５～２０％の割合で廃棄することが望ましい
。特に、プラスチック廃材（重量の破砕物）に重金属が混入している場合には、回収され
る材料に重金属が残らないようにするため１０％以上廃棄することが望ましい。
【００４６】
　〔１０〕比重選別工程
　次に、洗浄工程（ステップ１０８）および洗浄液分離工程（ステップ１０９）を経たプ
ラスチック廃材（この場合は重量の破砕物）を、比重選別液中に投入し、プラスチックの
比重差に基づいて構成プラスチック成分の系統ごとに選別する（ステップ１１０）。この
ような比重選別工程によりプラスチック廃材（重量の破砕物）をその構成プラスチック成
分の系統ごとに選別することで、同一系統のプラスチック成分から構成されるプラスチッ
ク廃材ごとに再生プラスチック原料（後述）および再生プラスチック成形体（後述）を製
造することが可能となり、得られる再生プラスチック原料および再生プラスチック成形体
の構成プラスチック成分に関する純度を高くすることができる。
【００４７】
　当該工程では、比重選別液に投入されたプラスチック廃材（重量の破砕物）を選別する
比重選別操作を行なうことが好ましい。比重選別操作とは、プラスチック廃材（重量の破
砕物）を、たとえば混合攪拌槽などの容器に収容した比重選別液に投入し、当該比重選別
液の比重より小さい比重を有するために比重選別液中または比重選別液表面に浮かぶプラ
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スチック廃材を、たとえばオーバーフロー方式などの方法を用いて回収する一連の操作を
いう。比重選別液の比重より大きい比重を有するプラスチック廃材は、容器の底の方に沈
降するが、これらはスクリューコンベアなどで回収することができる。
【００４８】
　比重選別液の比重は、プラスチック廃材をどのように選別するかにより異なる。たとえ
ばプラスチック廃材を、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と、
その他の系統のプラスチックを主に含むプラスチック廃材とに選別する場合には、比重選
別液の比重は０．９２以上であることが好ましく、０．９５以上であることがより好まし
い。またこの場合、比重選別液の比重は、１．０１以下であることが好ましく、１．００
以下であることがより好ましい。比重選別液の比重が０．９２未満である場合には、ポリ
オレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材の一部が沈降し、回収率が低下す
るという傾向がある。ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材は比重
選別液上に浮遊するため、目的の選別が達成される。
【００４９】
　また、たとえばプラスチック廃材を、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラス
チック廃材およびポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と、ポリオレ
フィン系プラスチックおよびスチレン系プラスチック以外のその他の系統のプラスチック
を主に含むプラスチック廃材とに選別する場合には、比重選別液の比重は１．００以上で
あることが好ましく、１．０１以上であることがより好ましい。またこの場合、比重選別
液の比重は、１．１０以下であることが好ましく、１．０８以下であることがより好まし
い。比重選別液の比重が１．００未満である場合には、ポリオレフィン系プラスチックを
主に含むプラスチック廃材の一部が沈降し、混入するという傾向にあり、また比重選別液
の比重が１．１０を超えると、ポリアミド系プラスチック、ポリカーボネート系プラスチ
ック、ゴムなどが浮上して、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材
およびポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材に混入する傾向にある。
このような範囲内の比重を有する比重選別液を用いることにより、ポリオレフィン系プラ
スチック、ポリスチレン系プラスチック以外のその他の系統のプラスチックを主に含むプ
ラスチック廃材は沈降するため、吸引などにより回収して、目的の選別が達成される。こ
のような範囲内の比重を有する比重選別液としては、特に制限されるものではないが、水
に塩化ナトリウムを溶解した溶液を好適に用いることができる。またこの場合の比重選別
液として、その他の無機物（塩化カルシウムなど）を溶解させた溶液を用いるようにして
もよい。
【００５０】
　さらに、プラスチック廃材を、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック
廃材と、ポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と、ポリオレフィン系
プラスチックおよびポリスチレン系プラスチック以外のその他の系統のプラスチックを主
に含むプラスチック廃材とに選別する場合は、２回の比重選別操作を行なうことが好まし
い。この場合、比重選別操作の順序は特に制限されるものではないが、まず、比重が１．
００以上かつ１．１０以下の比重選別液を用いて、ポリオレフィン系プラスチックを主に
含むプラスチック廃材およびポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と
、ポリオレフィン系プラスチックおよびポリスチレン系プラスチック以外のその他の系統
のプラスチックを主に含むプラスチック廃材とに選別した後、比重が０．９２以上かつ１
．０１以下の比重選別液を用いて、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチッ
ク廃材と、ポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材とに選別することが
好ましい。このような順序により選別を行なうことで、一回目に使用した比重選別液（塩
水）がプラスチック廃材に付着するが、二回目の工程で、水を給水することで、比重選別
液が溜まり、プラスチック廃材に塩化ナトリウムがほとんど付着しなくなるというような
利点がある。
【００５１】
　〔１１〕比重選別液分離工程
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　上述した比重選別工程（ステップ１１０）で、プラスチック成分の系統別に選別された
プラスチック廃材と比重選別液とを分離する（ステップ１１１）。具体的には、上述した
比重選別工程後に、プラスチック廃材（破砕物）を比重選別液と共に排出し、遠心分離型
の脱水機などを用いて固液分離を行ない、比重選別液をストレーナにて分離する。本発明
のプラスチック廃材の再資源化方法では、この比重選別液分離工程で分離された比重選別
液を比重選別工程（ステップ１１０）に戻し、循環させる。この比重選別液は、洗浄工程
を経たプラスチック廃材（プラスチック破砕物）に適用したものであるため、汚れが少な
い。このため、安価な装置を用い比重選別液を循環可能にすることができ、低コストでプ
ラスチックの系統ごとに分離する方法を提供することができる。本発明のプラスチック廃
材の再資源化方法では、このように比重選別液を循環させることを特徴とするものである
が、比重選別液を循環させながら新たな比重選別液を比重選別工程に供給するようにして
も勿論よい。
【００５２】
　ここで、図２は、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法における比重選別液分離工
程に好適に用いられる旋回流発生装置１を模式的に示す斜視図である。比重選別液分離工
程でプラスチック廃材から分離された比重選別液は、好適には、図２に示すような旋回流
発生装置１を用いて、１度貯留槽に貯留された後、ポンプ２によりＳＳ（Suspended Soli
ds）と共にストレーナ４に送るようにする。ＳＳは、比重選別液に浮くものが多いため、
ポンプ２の吸い込み口から比重選別液に浮いたものも強制的に送るようにすることが好ま
しい。図２に示す例の旋回流発生装置１では、ポンプ２の吸い込み口に同心円上に円周に
対して、同一方向に３０度の角度のついた高さ４００ｍｍ程度の板金３を等間隔に１２枚
並べ、上端側の５０ｍｍ程度が比重選別液の液面より上に配置されるようにして、貯留槽
内の比重選別液に旋回流を発生させるように構成されている。
【００５３】
　ここで、ストレーナ４としては、メッシュが７０度程度に傾いて配置され連続で動作で
きるものを用いることが好ましい。また、比重選別液から分離された異物は、一定量溜ま
ると自重で落下する。その異物は目開き量１００μｍ程度の金網で受け、さらに水溶液が
廃棄される。破砕物にハロゲンや金属が含まれていない場合は、燃料として利用してもよ
い。また、ストレーナ４の目開き量（メッシュサイズ）は、メッシュつまりがなく安定し
て動作し、破砕したときの削りカスおよび汚れを回収することができることから、３００
μｍ程度が好ましい。また比重選別液は、ストレーナ４のメッシュを通過し、前記貯留槽
または別の貯留槽に戻し、その後ポンプなどを用いて比重選別工程を行なうための装置に
戻して循環させる。ストレーナ４のみを用いる場合は、処理量に対しての比重選別液の８
０～９５％程度を循環して使用しても問題ない。
【００５４】
　さらに比重選別液を循環させる場合には、遠心分離機（遠心分離型のＳＳ除去装置）を
用いることが好ましい。好ましくは、ストレーナおよび遠心分離機を併用し、まずストレ
ーナで大きな異物を除去した後、目開き量（メッシュサイズ）が２０μｍ程度の遠心分離
型のＳＳ除去装置を用い、さらに小さい異物を除去するようにする。この場合には、処理
量に対しての比重選別液の９５％程度以上を循環使用しても問題ない。
【００５５】
　このように本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、異物を除去する異物除去工程
をさらに含むことが好ましく、この異物除去工程は、上述のように比重選別液分離工程に
おいてストレーナおよび／または遠心分離機（遠心分離型のＳＳ除去装置）を用いること
で、好適に行なうことができる。
【００５６】
　また、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法では、比重選別工程に用いた後の比重
選別液を洗浄工程における洗浄液として供給することが好ましい。すなわち、比重選別工
程を行なうための容器に比重選別液を供給し、容器からオーバーフローした比重選別液を
洗浄液を貯留するための容器に洗浄液として供給して洗浄工程に用い、洗浄液を貯留する
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容器からオーバーフローした洗浄液については廃棄するようにする（図１）ことで、比重
選別液を無駄なく利用することができる。
【００５７】
　また本発明のプラスチック廃材の再資源化方法では、洗浄液分離工程（ステップ１０９
）の後、比重選別液によりプラスチック廃材のすすぎを行なうことが好ましい。具体的に
は、比重選別液分離工程でプラスチック廃材から分離した比重選別液を、洗浄液分離工程
後のプラスチック廃材にシャワー状にして吹きつけて、すすぎを行なうようにすることが
好ましい。これにより、比重選別工程に供する前のプラスチック廃材からさらに汚れを除
去することができ、比重選別工程に用いた比重選別液の汚れを防止することができる。
【００５８】
　〔１２〕成形体製造工程
　次に、上述したプラスチック成分の系統ごとに分別されたプラスチック廃材（破砕物）
のうち、再資源化するプラスチック廃材（破砕物）を成形し、再生プラスチック原料およ
び／または再生プラスチック成形体を製造する（ステップ１１２）。再資源化するプラス
チック廃材は、比重選別工程（ステップ１１０）において選別した、すべての系統のプラ
スチック廃材（たとえば、ポリオレフィン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と
、ポリスチレン系プラスチックを主に含むプラスチック廃材と、ポリオレフィン系プラス
チックおよびポリスチレン系プラスチック以外のその他の系統のプラスチックを主に含む
プラスチック廃材）であってもよく、一部の系統のプラスチック廃材であってもよい。複
数の系統のプラスチック廃材について再資源化を行なう場合には、それぞれ別途に比重選
別液分離工程（ステップ１１１）を行なう。
【００５９】
　再生プラスチック原料および／または再生プラスチック成形体を製造する方法としては
、再資源化するプラスチック廃材を加熱溶融した後、必要に応じて成形する方法が好まし
い。ここで、当該プラスチック廃材の融点をＴ℃とすると、加熱溶融時の温度はＴ℃以上
であることが好ましく、（Ｔ＋１０）℃以上であることがより好ましい。また、加熱溶融
時の温度は、（Ｔ＋１２０）℃以下であることが好ましく、（Ｔ＋８０）℃以下であるこ
とがより好ましい。加熱溶融時の温度がＴ℃未満の場合には、当該プラスチック廃材が十
分に溶融しないために成形しにくいという傾向にあり、加熱溶融時の温度が（Ｔ＋１２０
）℃を超えると、当該プラスチック廃材が熱劣化するという傾向にある。なお、加熱溶融
時に、熱安定剤や光安定剤、帯電防止剤、滑剤、フィラ、銅害防止剤、抗菌剤、着色剤な
どの添加剤を、必要により、本発明の効果を阻害しない範囲の量で添加してもよい。
【００６０】
　加熱溶融されたプラスチック廃材を、たとえばペレット状に成形することにより、再生
プラスチック原料を得ることができる。ただし、成形された再生プラスチック原料の形状
は特に制限されるものではなく、ペレット状のほか、たとえばシート状、フィルム状、パ
イプ状などの形状であってもよく、押出成形機の種類、使用の態様または求められる特性
などから適宜選択される。シート、フィルム、射出成形体などの各種成形体に成形する原
料として汎用性があること、取扱いが容易であることから、再生プラスチック原料の形状
はペレット状が好ましい。
【００６１】
　再生プラスチック原料をペレット状とする場合、その粒径は特に制限されるものではな
いが、１ｍｍ以上が好ましく、２ｍｍ以上がより好ましい。ペレットの粒径が１ｍｍ未満
の場合には浮遊し、作業性が低下するという傾向にあるためである。また、ペレットの粒
径は８ｍｍ以下が好ましく、５ｍｍ以下がより好ましい。ペレットの粒径が８ｍｍを超え
る場合には、成形機のシリンダ内で十分に溶融しないため均一混練されないという傾向に
あるためである。
【００６２】
　ペレット状に成形する場合、シートカット、ストランドカット、ホットエアカット、ア
ンダーウォーターカットなどの方法を用いることができる。これらの方法の中でも、後に
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、大量処理にも対応できるアンダーウォーターカットが特に好ましい。
【００６３】
　このように、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、再生プラスチック原料の製
造方法としても利用することができ、得られた再生プラスチック原料もまた本発明に包含
されるものである。
【００６４】
　上述した再生プラスチック原料を、たとえばプラスチック部材に成形するようにしても
よい。このような本発明の再生プラスチック成形体であるプラスチック部材は、エアコン
、テレビ（薄型テレビも含む）、冷蔵庫、洗濯機および電子レンジからなる分から選ばれ
る製品に好適に用いることができる。
【００６５】
　再生プラスチック部材は、上述した再生プラスチック原料から、射出成形などの方法を
用いて成形することができる。このとき用いる射出成形機としては、特に制限されるもの
ではないが、たとえばスクリューインライン式射出成形機、プランジャ式射出成形機など
が挙げられる。
【００６６】
　また、再生プラスチック部材の製造をより簡略化するために、ペレット状などの形状を
有する再生プラスチック原料を製造することなく、プラスチック廃材を射出成形機にその
まま投入し、再生プラスチック部材を直接製造しても構わない。この際、再生プラスチッ
ク部材は、熱安定剤や光安定剤、帯電防止剤、滑剤、フィラ、銅害防止剤、抗菌剤、着色
剤などの添加剤を、必要により、本発明の効果を阻害しない範囲内の量で添加した上で成
形して製造してもよい。これらの添加剤を添加する場合には、押出成形機または射出成形
機へのプラスチック廃材の投入時に添加するのが好ましい。
【００６７】
　以上、図１を参照しながら、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法、ならびに当該
方法により得られる再生プラスチック原料および再生プラスチック成形体について説明し
たが、本発明のプラスチック廃材の再資源化方法は、上述した洗浄工程（ステップ１０８
）、洗浄液分離工程（ステップ１０９）、比重選別工程（ステップ１１０）および比重選
別液分離工程（ステップ１１１）を必須の工程とし、比重選別液分離工程で分離された比
重選別液を比重選別工程に循環させる方法であればよい。したがって、図１に示されてい
ない工程が必要により付加されていてもよく、また、必要により削除される工程があって
もよく、また上述した必須の工程以外の工程については順序が入れ替わっていてもよい。
【００６８】
　以下、実験例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００６９】
　＜実験例１～５＞
　実験例１～５として、図１に示したフローチャートに従って、風力分別工程（ステップ
１０７）まで行なって得られたプラスチック（ポリプロピレン）の破砕物について、表１
に示す条件で、洗浄工程の有無、ストレーナの有無、すすぎの有無、遠心分離機の有無の
それぞれの場合で、洗浄工程、洗浄液分離工程、比重選別工程および比重選別液分離工程
を行ない（実験例１については洗浄工程なし）、得られたプラスチック中のコンタミ量を
測定した実験を行なった。なお、プラスチック中のコンタミ量は、回収したポリプロピレ
ンを押出成形し、全体を均一にした後、面積４００ｃｍ2、厚み０．３ｍｍのシート状物
にプレスし、長辺０．２ｍｍ以上のコンタミを目視にてカウントすることで測定した。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　なお、実験例２～５では、新規に投入した比重選別液のオーバーフロー分を洗浄液とし
て洗浄工程に供給し、洗浄工程でオーバーフローした洗浄液については廃棄するようにし
た。また、実験例３～５では目開き量が３００μｍのストレーナを用い、実験例５では目
開き量が２０μｍの遠心分離機（遠心分離型のＳＳ除去装置）を用い、固液分離された比
重選別液を貯留する貯留槽内の比重選別液をポンプで送り、異物除去後、比重選別工程を
行なうための容器に戻す方式を採用した。また実験例４、５で行なったすすぎ工程は、振
動篩の投入口と排出口との中間に新規比重選別液の投入量と、破砕物の投入量の１０分の
１を加えた量をシャワー状にして吹き付けた（振動篩にて固液分離（洗浄液分離工程）を
行なった場合、プラスチック破砕物の投入量の１０分の１の洗浄液が、プラスチック破砕
物と共に次の工程に移動するため）。
【００７２】
　図３は、実験例１～５の結果を示すグラフであり、縦軸はコンタミ量（個／１００ｃｍ
2）、横軸は新規比重選別液の投入量（ａ）とプラスチック破砕物の投入量（ｂ）との比
率（ａ／ｂ）である。ここで、横軸に示される比率（ａ／ｂ）は、大きな値になればなる
ほど、新規比重選別液の投入量（ａ）が相対的に多いことを示す。１回の実験についての
プラスチック破砕物の投入量（ｂ）は１０ｔとし、また実験ごとに比重選別液は入れ換え
を行なった。
【００７３】
　図３より、洗浄なしの場合（実験例１）では、コンタミを減らすために多くの新規比重
選別液を必要とする。このため、洗浄工程を行なうことで、コンタミを減らすための新規
比重選別液の投入量（ａ）を減らすことができることが分かる。さらに、ストレーナを通
して異物を除去するようにした場合（実験例３～５）では、ストレーナを通さない場合（
実験例１、２）と比較して、新規比重選別液の投入量（ａ）をさらに減らすことができる
ことが分かる。またすすぎ工程を追加した場合（実験例４、５）には、さらに新規比重選
別液の投入量（ａ）を減らすことができ、ストレーナと遠心分離機を併用した場合（実験
例５）には、さらに新規比重選別液の投入量（ａ）を減らすことができた。
【００７４】
　今回開示された実施の形態および実験例は、すべての点で例示であって制限的なもので
はないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明のプラスチック廃材の再資源化方法の好ましい一例を示すフローチャート
である。
【図２】本発明のプラスチック廃材の再資源化方法における比重選別液分離工程に好適に
用いられる旋回流発生装置１を模式的に示す斜視図である。
【図３】実験例１～５の結果を示すグラフであり、縦軸はコンタミ量（個／１００ｃｍ2

）、横軸は新規比重選別液の投入量（ａ）とプラスチック破砕物の投入量（ｂ）との比率
（ａ／ｂ）である。
【符号の説明】
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【００７６】
　１　旋回流発生装置、２　ポンプ、３　板金、４　ストレーナ。

【図１】 【図２】
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